
 

綾瀬市中心市街地活性化の基本方針及び再編方針 

 

「綾瀬市総合計画２０３０」の戦略プロジェクトとして、「中心市街地魅力ＵＰリニュ

ーアルプロジェクト」「次世代に繋げる公共施設改革プロジェクト」を位置づけ、旧消防

本部庁舎跡地及び大型商業施設エリアを活用した集客性のある商業施設の誘致並びに市民

文化センターエリアにおける公共施設の再編に向け、中心市街地の活性化に向けた仕組み

づくりを進める。 

 

１ 中心市街地活性化に向けた基本方針 

綾瀬市総合計画２０３０基本構想、市場性を踏まえたうえで、次の３つの基本方針を

立て、本市における中心市街地の活性化に取り組むこととする。 

 

 ・基本方針１「新たなにぎわいを創造するまちづくり」 

 中心市街地の旧消防本部庁舎跡地及び大型商業施設エリアに商業施設誘致を図ること

で、居心地が良く歩きたくなるまちなかを形成し、魅力的な中心市街地へのリニューア

ルを図るとともに、商業施設と公共施設の回遊性の向上を図り、市内外から誘客できる

まちづくりを目指す。 

 

 ・基本方針２「本市最大の商業・サービス業拠点の更なる充実」 

 生活必需品及び日常生活に密着した商品を取り扱うテナントを核施設としながら、現

在の中心市街地に進出していない新たな商業・サービス機能を誘致することで、更なる

生活利便性の向上を図るとともに、商業・サービス業分野における本市最大の拠点を創

出し、地域経済の活性化を図る。 

 

 ・基本方針３「民間を活用した持続可能な公共施設の再編」 

  公共施設マネジメント基本方針に基づいた施設再編の中で、民間を活用した質が高く

利用しやすい施設の再整備を図るとともに、将来コストを見据えた施設面積の削減を図

る。 

 

２ 再編方針 

 旧消防本部庁舎跡地及び大型商業施設エリアを「商業エリア」として、一体で民間が

全てを活用する形でプロポーザルを行い、公共施設については、市民文化センターエリ

アを「行政エリア」として、新築若しくはリニューアルを行う。 

 商業エリアについては、公共資産課・商業観光課が連携し、中心市街地を、市内外か

らより多く人を引き寄せ、市の新たなにぎわいと交流を生み出す地区として、本市の活

性化を促進する舞台とするべく、中心市街地の商業の核機能、また、市内各地域の商業

圏との連携などについて、方向性をまとめ、プロポーザルを速やかに実施する。 

行政エリアについては、公共資産課・生涯学習課・高齢介護課が連携し、市民文化セ

ンター更新等に係る費用や手法の検討を行い、既存施設のリニューアル、建替えの費用

対効果の検証を行うとともに、市民文化センターの各機能についての施設面積、あり方

などの方向性をまとめる。 



 

３ 事業スケジュール 
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